
JP 6090573 B2 2017.3.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンの吸気路に燃料を噴射する第１の燃料噴射弁と、
　エンジンの燃焼室に燃料を噴射する第２の燃料噴射弁と、
　エンジンの吸気を過給する過給機と、
　過給機のタービンをバイパスさせる排気バイパス通路を開閉するウエストゲートバルブ
と、
を有するエンジンの制御装置であって、
　エンジンの運転状態に応じて前記第１の燃料噴射弁及び前記第２の燃料噴射弁から噴射
される燃料の噴射量を制御する燃料噴射制御手段と、
　前記ウエストゲートバルブの開閉動作を制御するバルブ制御手段と、を具備し、
　該バルブ制御手段は、前記第１の燃料噴射弁及び前記第２の燃料噴射弁のそれぞれから
燃料が噴射される運転領域において、前記第１の燃料噴射弁からの噴射量が前記第２の燃
料噴射弁からの噴射量よりも多い領域では、前記第１の燃料噴射弁からの噴射量の増加に
対応して前記ウエストゲートバルブを閉弁方向に制御することを特徴とするエンジンの制
御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のエンジンの制御装置において、
　前記バルブ制御手段は、低回転低負荷の運転領域では前記ウエストゲートバルブを開弁
状態に設定することを特徴とするエンジンの制御装置。
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【請求項３】
　請求項２に記載のエンジンの制御装置において、
　前記バルブ制御手段は、低回転低負荷の運転領域では前記第１の燃料噴射弁から噴射さ
れる燃料の噴射量が増加するにつれて、前記ウエストゲートバルブの開弁高さを前記開弁
状態から小さくすることを特徴とするエンジンの制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のエンジンの制御装置において、
　前記燃料噴射制御手段は、エンジンの運転状態に応じて前記第１の燃料噴射弁と前記第
２の燃料噴射弁とから噴射される燃料の噴射比率を変更し、
　前記第２の燃料噴射弁の噴射比率が前記第１の燃料噴射弁の噴射比率よりも大きくなる
ように変更される運転領域に切り替わる際、
　前記バルブ制御手段は、前記運転領域が切り替わる前に前記ウエストゲートバルブを閉
弁することを特徴とするエンジンの制御装置。
【請求項５】
　請求項２から４の何れか一項に記載のエンジンの制御装置において、
　前記燃料噴射制御手段は、前記低回転低負荷の運転領域では、前記第１の燃料噴射弁か
らのみ燃料を噴射させることを特徴とするエンジンの制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ターボチャージャによる過給圧を調整するウエストゲートバルブを備えるエ
ンジンの制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ターボチャージャ（過給機）を備えたエンジンは、排気通路を流れる排気ガスによって
排気タービンを駆動し、当該排気タービンに連結されたコンプレッサによって空気を過給
することでエンジンの出力を増大させ、一般的に、ターボチャージャの過給圧を調整する
ためのウエストゲートバルブが備えられている。このウエストゲートバルブが開閉するこ
とで、例えば、過給圧の過度の上昇が抑えられ、過給圧の安定性を図ることができると共
に、エンジンやターボチャージャ自体の破損を抑制することができる。また近年は、エン
ジンの運転状態に応じてウエストゲートバルブの開閉動作を積極的に制御することが行わ
れるようになっている。例えば、吸気路（吸気ポート）に燃料を噴射する第１の燃料噴射
弁（ポート噴射弁）と、燃焼室内へ燃料を噴射する第２の燃料噴射弁（筒内噴射弁）とを
有するターボチャージャ付きエンジンにおいて、エンジンの運転状態に応じて、これら筒
内噴射弁及びポート噴射弁を制御すると共に、ウエストゲートバルブ（排気バイパス弁）
を適宜開閉させるようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この特許文献１に係る発明では、例えば、過給を併用する均質リーン運転から、過給を
しない成層燃焼に移行する場合に、排気バイパス弁を吸気バイパス弁と共に開弁させる技
術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２１４０６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、エンジンの運転状態が、例えば、低負荷運転領域等にあり空気量或いは空気
流量が少ない状況で、第２の燃料噴射弁から燃焼室内に燃料が直接噴射（直噴）されると
、燃料と吸気との混合が不十分となる。このため、燃焼効率が悪化し、それに伴って燃費
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が低下したり、排ガスに悪影響を及ぼしたりする虞がある。また、ピストンの頂面やシリ
ンダーの内壁等に燃料が付着し、それに伴って、エンジンオイルの希釈化（オイルダイリ
ューション）や、カーボンが生成されてしまうといった問題が生じる虞もある。
【０００６】
　このため、上述のような第１の燃料噴射弁（ポート噴射弁）と第２の燃料噴射弁（筒内
噴射弁）とを有するターボチャージャ付きエンジンでは、エンジンの運転状態に応じて、
これら第１及び第２の燃料噴射弁の噴射比率を変更することで、燃焼安定性等の向上を図
っている。
【０００７】
　しかしながら、エンジンの運転状態に応じて第１及び第２の燃料噴射弁の燃焼比率を適
宜変更することで、エンジンの燃焼安定性等の向上を図ることはできるが十分とは言えず
、さらなる向上が求められている。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、燃焼安定性を向上することが
できると共に、燃費の向上を図ることができるエンジンの制御装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する本発明の第１の態様は、エンジンの吸気路に燃料を噴射する第１の
燃料噴射弁と、エンジンの燃焼室に燃料を噴射する第２の燃料噴射弁と、エンジンの吸気
を過給する過給機と、過給機のタービンをバイパスさせる排気バイパス通路を開閉するウ
エストゲートバルブと、を有するエンジンの制御装置であって、エンジンの運転状態に応
じて前記第１の燃料噴射弁及び前記第２の燃料噴射弁から噴射される燃料の噴射量を制御
する燃料噴射制御手段と、前記ウエストゲートバルブの開閉動作を制御するバルブ制御手
段と、を具備し、該バルブ制御手段は、前記第１の燃料噴射弁及び前記第２の燃料噴射弁
のそれぞれから燃料が噴射される運転領域において、前記第１の燃料噴射弁からの噴射量
が前記第２の燃料噴射弁からの噴射量よりも多い領域では、前記第１の燃料噴射弁からの
噴射量の増加に対応して前記ウエストゲートバルブを閉弁方向に制御することを特徴とす
るエンジンの制御装置にある。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、第１の態様のエンジンの制御装置において、前記バルブ制御手
段は、低回転低負荷の運転領域では前記ウエストゲートバルブを開弁状態に設定すること
を特徴とするエンジンの制御装置にある。
【００１１】
　本発明の第３の態様は、第２の態様のエンジンの制御装置において、前記バルブ制御手
段は、低回転低負荷の運転領域では前記第１の燃料噴射弁から噴射される燃料の噴射量が
増加するにつれて、前記ウエストゲートバルブの開弁高さを前記開弁状態から小さくする
ことを特徴とするエンジンの制御装置にある。
【００１２】
　本発明の第４の態様は、第３の態様のエンジンの制御装置において、前記燃料噴射制御
手段は、エンジンの運転状態に応じて前記第１の燃料噴射弁と前記第２の燃料噴射弁とか
ら噴射される燃料の噴射比率を変更し、前記第２の燃料噴射弁の噴射比率が前記第１の燃
料噴射弁の噴射比率よりも大きくなるように変更される運転領域に切り替わる際、前記バ
ルブ制御手段は、前記運転領域が切り替わる前に前記ウエストゲートバルブを閉弁するこ
とを特徴とするエンジンの制御装置にある。
【００１３】
　本発明の第５の態様は、第２から４の何れか一つの態様のエンジンの制御装置において
、前記燃料噴射制御手段は、前記低回転低負荷の運転領域では、前記第１の燃料噴射弁か
らのみ燃料を噴射させることを特徴とするエンジンの制御装置にある。
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【発明の効果】
【００１４】
　かかる本発明では、燃焼安定性を向上することができると共に、燃費の向上を図ること
ができる。すなわち、第２の燃料噴射弁の噴射量が少ない場合には、ウエストゲートバル
ブを開弁方向に制御することで、タービン駆動負荷を減らして燃料消費を低減することが
できる。一方、第２の燃料噴射弁の噴射量が増加した場合には、ウエストゲートバルブを
閉弁方向に制御することで、ターボチャージャの過給効果を高めることができる。また、
それに伴って筒内の空気量（流動量）も増加して燃料と吸気とが良好に混合されるため、
ピストンの頂面やシリンダーの内壁等への燃料の付着も抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る制御装置を備えるエンジンの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る燃料噴射制御を特定するマップの一例である。
【図３】本発明の一実施形態に係るウエストゲートバルブの開閉制御を特定するマップの
一例である。
【図４】本発明の一実施形態に係るウエストゲートバルブの制御方法を示すフローチャー
トである。
【図５】本発明の一実施形態に係るウエストゲートバルブの開閉制御を特定するマップの
一例である。
【図６】本発明の一実施形態に係るウエストゲートバルブの開閉制御を特定するマップの
一例である。
【図７】本発明の一実施形態に係るウエストゲートバルブの開閉制御を特定するマップの
一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
　まずは本発明の一実施形態に係るエンジン１０の全体構成について説明する。図１に示
すように、エンジン１０を構成するエンジン本体１１は、シリンダヘッド１２とシリンダ
ブロック１３とを有し、シリンダブロック１３内には、ピストン１４が収容されている。
ピストン１４は、コンロッド１５を介してクランクシャフト１６に接続されている。この
ピストン１４とシリンダヘッド１２及びシリンダブロック１３とで燃焼室１７が形成され
ている。
【００１８】
　シリンダヘッド１２には吸気ポート１８が形成され、吸気ポート１８には吸気マニホー
ルド１９を含む吸気管（吸気路）２０が接続されている。吸気マニホールド１９には、吸
気圧を検出する吸気圧センサ（ＭＡＰセンサ）２１及び吸気の温度を検出する吸気温セン
サ２２が設けられている。また吸気ポート１８内には吸気弁２３が設けられ、この吸気弁
２３によって吸気ポート１８が開閉されるようになっている。さらにシリンダヘッド１２
には排気ポート２４が形成され、排気ポート２４内には、排気マニホールド２５を含む排
気管（排気路）２６が接続されている。排気ポート２４には排気弁２７が設けられており
、吸気ポート１８と同様に、排気ポート２４はこの排気弁２７によって開閉されるように
なっている。
【００１９】
　またエンジン本体１１には、吸気管（吸気路）２０内、例えば、吸気ポート１８付近に
、燃料を噴射する第１の燃料噴射弁（吸気路噴射弁）２８が設けられていると共に、各気
筒の燃焼室１７内に燃料を直接噴射する第２の燃料噴射弁（筒内噴射弁）２９が設けられ
ている。図示は省略するが、第１の燃料噴射弁２８には、図示しない燃料タンク内に設置
される低圧サプライポンプから低圧デリバリーパイプを経由して燃料が供給され、第２の
燃料噴射弁２９には、この低圧サプライポンプから供給された燃料をさらに高圧にする高
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圧サプライポンプから高圧デリバリーパイプを経由して燃料が供給される。高圧デリバリ
ーパイプには、低圧サプライポンプから供給された燃料が高圧サプライポンプにて所定圧
まで加圧された状態で供給される。さらにシリンダヘッド１２には気筒毎に点火プラグ３
０が取り付けられている。
【００２０】
　また吸気管２０及び排気管２６の途中には、ターボチャージャ（過給機）３１が設けら
れている。ターボチャージャ３１は、タービン３１ａと、コンプレッサ３１ｂとを有し、
これらタービン３１ａとコンプレッサ３１ｂとはタービン軸３１ｃによって連結されてい
る。ターボチャージャ３１内に排気ガスが流れ込むと、排気ガスの流れによってタービン
３１ａが回転し、このタービン３１ａの回転に伴ってコンプレッサ３１ｂが回転する。そ
してコンプレッサ３１ｂの回転によって加圧された空気（吸気）が、吸気管２０に送り出
されて、各吸気ポート１８に供給される。
【００２１】
　コンプレッサ３１ｂの下流側の吸気管２０には、インタークーラ３２が設けられ、イン
タークーラ３２の下流側にはスロットルバルブ３３が設けられている。またターボチャー
ジャ３１を挟んだ排気管２６の上流側と下流側とは排気バイパス通路３４によって接続さ
れている。つまり排気バイパス通路３４は、ターボチャージャ３１のタービン３１ａをバ
イパスさせる通路である。そして、この排気バイパス通路３４には、ウエストゲートバル
ブ３５が設けられている。ウエストゲートバルブ３５は、弁体３５ａと弁体３５ａを駆動
させる電動のアクチュエータ（電動モータ）３５ｂとを備えており、弁体３５ａの開度に
よって排気バイパス通路３４を流れる排ガス量を調整できるようになっている。つまりウ
エストゲートバルブ３５は、その開度を調整することで、ターボチャージャ３１の過給圧
を制御できるように構成されている。
【００２２】
　ターボチャージャ３１の下流側の排気管２６には、排ガス浄化用触媒である三元触媒３
６が介装されている。三元触媒３６の出口側には、触媒通過後の排ガスのＯ２濃度を検出
するＯ２センサ３７が設けられており、三元触媒３６の入口側には、触媒通過前の排ガス
の空燃比（排気空燃比）を検出するリニア空燃比センサ（ＬＡＦＳ）３８が設けられてい
る。
【００２３】
　またエンジン１０は、電子制御ユニット（ＥＣＵ）４０を備えており、ＥＣＵ４０には
、入出力装置、制御プログラムや制御マップ等の記憶を行う記憶装置、中央処理装置及び
タイマやカウンタ類が備えられている。そして、このＥＣＵ４０が、各種センサ類からの
情報に基づいて、エンジン１０の総合的な制御を行っている。本実施形態に係るエンジン
の制御装置は、このようなＥＣＵ４０によって構成され、以下に説明するように、ウエス
トゲートバルブ３５の開閉動作を制御する。
【００２４】
　以下、本実施形態に係るエンジンの制御装置によるウエストゲートバルブの開閉動作の
制御について説明する。
【００２５】
　ＥＣＵ４０は、運転状態検出手段４１と、燃料噴射制御手段４２と、バルブ制御手段４
３とを備えている。運転状態検出手段４１は、例えば、スロットルポジションセンサ４４
、クランク角センサ４５等の各種センサ類からの情報に基づいてエンジン１０の運転状態
を検出する。燃料噴射制御手段４２は、エンジン１０の運転状態に応じて、つまり運転状
態検出手段４１の検出結果に応じて、第１の燃料噴射弁２８及び第２の燃料噴射弁２９か
ら噴射される燃料の噴射量を適宜制御する。本実施形態では、燃料噴射制御手段４２は、
第１の燃料噴射弁２８及び第２の燃料噴射弁２９から噴射される燃料の噴射量を適宜制御
すると共に、第１の燃料噴射弁２８及び第２の燃料噴射弁２９から噴射される燃料の噴射
比率を適宜変更する。具体的には、燃料噴射制御手段４２は、図２に示すような運転領域
マップを参照して、エンジン１０の現在の運転状態が何れの運転領域であるかによって、
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第１の燃料噴射弁２８と第２の燃料噴射弁２９との相対的な噴射比率及び各噴射量を決定
する。
【００２６】
　本実施形態では、燃料噴射制御手段４２は、エンジン１０の運転状態に応じて、第１の
燃料噴射弁２８のみから燃料を噴射させる制御（以下、「ＭＰＩ噴射制御」という）と、
所定の噴射比率で第１及び第２の燃料噴射弁２８，２９のそれぞれから燃料を噴射させる
制御（以下、「ＭＰＩ＋ＤＩ噴射制御」という）とを実行する。例えば、図２に示すよう
に、運転領域は、エンジン１０の回転数Ｎｅと負荷とに基づいて設定されており、本実施
形態では、低回転低負荷側の運転領域である第１の噴射領域Ａと、高回転高負荷側の運転
領域である第２の噴射領域Ｂとの２つの領域が設定されている。
【００２７】
　そして、エンジン１０の運転状態が低回転低負荷領域である第１の噴射領域Ａであれば
、燃料噴射制御手段４２は「ＭＰＩ噴射制御」を実行し、エンジン１０の回転数及び負荷
の増加に伴って、第１の燃料噴射弁２８からの噴射量が多くなるように設定する。これは
、低回転低負荷領域では吸入空気量が少なく、空気の流速が低いため、第２の燃料噴射弁
２９から噴射された燃料が燃焼室１７内で十分混合しがたく、燃焼後の排気ガス中に燃料
の燃え残りが多く混在し、結果的に環境に悪影響となるからである。また、燃焼室１７内
に直接噴射する燃料はピストン１４の頂面やシリンダー内壁に液滴燃料が付着しやすく、
オイルダイリューションやカーボンの生成の原因となるからである。
【００２８】
　一方、第２の噴射領域Ｂであれば「ＭＰＩ＋ＤＩ噴射制御」を実行する。これは第２の
燃料噴射弁２９からの噴射量が多くなるほど、第２の燃料噴射弁２９から噴射された燃料
の気化熱により燃焼室１７内の温度が低下し、燃焼効率が良くなるためである。さらに第
２の噴射領域Ｂ内には、低回転低負荷側から複数の領域（例えば、Ｂ１からＢ３）が設定
されており、エンジン１０の運転状態が高回転高負荷側の領域にあるほど、燃料噴射制御
手段４２は、第２の燃料噴射弁２９の噴射量又は噴射比率が高くなるように、第１及び第
２の燃料噴射弁２８，２９を適宜制御する。すなわち図２に示すマップの例では、エンジ
ン１０の運転状態が領域Ｂ３である場合に、燃料噴射制御手段４２は、第２の燃料噴射弁
２９の噴射量又は噴射比率が最も高くなるように、第１及び第２の燃料噴射弁２８，２９
を適宜制御する。なお第２の噴射領域Ｂの各領域Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３内において、第１及び
第２の燃料噴射弁２８，２９の噴射量又は噴射比率は一定であってもよく、高回転高負荷
側ほど第２の燃料噴射弁２９の噴射量又は噴射比率が増大するようにしてもよい。
【００２９】
　ウエストゲートバルブ３５の開度を決定するための運転領域マップは、噴射量又は噴射
比率を決定するための運転領域マップ（図２）に基づいて設定され、例えば、図３に一例
を示すように、低回転低負荷側の第１の運転領域Ｃと、高回転高負荷側の第２の運転領域
Ｄとの２つの領域が設定されている。第１の運転領域Ｃは、第２の燃料噴射弁２９の噴射
比率が低い運転領域であり、本実施形態では、上述した第１の噴射領域Ａ及び第２の噴射
領域Ｂの一部（例えば、領域Ｂ１）が含まれる。第２の運転領域Ｄは、第２の燃料噴射弁
２９の噴射比率が高い運転領域であり、本実施形態では、第２の噴射領域Ｂの一部（領域
Ｂ２，Ｂ３）に相当する。
【００３０】
　そして、バルブ制御手段４３は、このような運転領域マップ（図３）を参照し、運転状
態検出手段４１による検出結果に基づいて、エンジン１０の運転状態が第１の運転領域Ｃ
にある場合、ウエストゲートバルブ３５を開弁状態にする。第１の運転領域Ｃでは排気が
タービン３１ｂを通過する量が多いと排気抵抗となるため、タービン３１ｂをバイパスさ
せることで排気抵抗を減らしている。なお開弁状態とは、ウエストゲートバルブ３５の開
弁高さを比較的高くした状態をいい、例えば、全開の開弁高さに対して５０％以上の開度
範囲である状態をいう。また全開とはウエストゲートバルブ３５の開弁高さの設定範囲の
最大値を示すものであり、ウエストゲートバルブが物理的に０から１０ｍｍの開度高さで
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利用できるものであっても、実際に使用する開弁高さの設定範囲が０から８ｍｍであれば
、全開とは８ｍｍの位置を示すものである。
【００３１】
　またバルブ制御手段４３は、エンジン１０の運転状態が第１の運転領域Ｃから第２の運
転領域Ｄに移動したと判定した場合には、ウエストゲートバルブ３５を開弁状態から閉弁
方向に制御する。すなわち、バルブ制御手段４３は、ウエストゲートバルブ３５の開度が
所定開度まで小さくなるように制御する。
【００３２】
　一方、エンジン１０の運転状態が、例えば、第２の運転領域Ｄから第１の運転領域Ｃに
移動したと判定した場合には、ウエストゲートバルブ３５を開弁方向に制御する。すなわ
ちバルブ制御手段４３は、ウエストゲートバルブ３５の開度を所定開度まで大きくなるよ
うに制御する。なお第１の運転領域Ｃにおいて、ウエストゲートバルブ３５の開度は一定
であってもよいが、第１の運転領域Ｃのうちでも低回転低負荷の領域ではウエストゲート
バルブ３５を開弁状態、特に、全開とすることが好ましい。これにより、排気タービンが
排気抵抗となって排気圧力が上昇してポンプ損失が増大するのを防ぐことができるからで
ある。
【００３３】
　次に、図４のフローチャートを参照してウエストゲートバルブの開閉動作の制御の一例
について説明する。
【００３４】
　図４に示すように、まずステップＳ１で、エンジン１０の運転状態を検出する。具体的
には、例えば、スロットルポジションセンサ４４、クランク角センサ４５等の各種センサ
類からの情報に基づいてエンジン１０の運転状態を検出する。すなわちエンジン１０の回
転数及び負荷を検出する。次いで、ステップＳ２で、エンジン１０の運転状態が、第１の
運転領域Ｃであるか否かを判定する。ここで、エンジン１０の運転状態が第１の運転領域
Ｃであると判定した場合には、ステップＳ３に進み、ウエストゲートバルブ３５を開弁方
向に制御する。なお既にウエストゲートバルブ３５が所定開度まで大きくなっている場合
には、その開度を保持する。一方、エンジン１０の運転状態が第１の運転領域Ｃにはない
と判定した場合、すなわち第２の運転領域Ｄであると判定した場合には、ステップＳ４に
進み、ウエストゲートバルブ３５を閉弁方向に制御する。この場合も、既にウエストゲー
トバルブ３５が所定開度まで小さくなっていれば、その開度を保持する。
【００３５】
　このようにバルブ制御手段４３が、第１の燃料噴射弁２８からの噴射量又は噴射比率に
応じてウエストゲートバルブ３５の開度を制御するようにした。これにより、第２の燃料
噴射弁２９からの噴射量が増大する前に過給圧を高めることが可能となる。したがって、
第２の燃料噴射弁２９からの噴射量が増大する際には、燃焼室１７内の空気の流動を早め
、燃焼室１７内に直接噴射される燃料の混合を促進し、燃焼安定性を向上することができ
るとともに、燃焼室１７内に直接噴射する燃料の気化熱で燃焼室１７内を冷却することが
でき過給圧が上昇することで発生するノッキングを抑制し燃焼効率を高めて燃費の向上を
図ることができる。例えば、第２の燃料噴射弁２９の噴射量又は噴射比率が少ない場合に
は、ウエストゲートバルブ３５を開弁方向に制御することで、ターボチャージャ３１のタ
ービン駆動負荷を減らして燃料消費を低減することができる。さらに第１の運転領域Ｃに
おける低回転低負荷領域のみでウエストゲートバルブ３５を開弁状態とするようにしてい
るため、燃費の向上を図ることができる。
【００３６】
　一方、第２の燃料噴射弁２９からの噴射量又は噴射比率が高い運転領域では、ウエスト
ゲートバルブ３５を閉弁方向に制御するようにしたので、ターボチャージャ３１の過給効
果が高められ、それに伴って筒内の空気量（流動量）も増加するため、燃料と吸気とが良
好に混合されてピストンの頂面やシリンダーの内壁等への燃料の付着も抑制される。また
第２の燃料噴射弁２９の噴射比率が上がると筒内での吸気冷却効果が高まり、燃焼効率を
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向上させることができる。
【００３７】
　ところで、本実施形態では、エンジン１０の運転状態が第１の運転領域Ｃであるか第２
の運転領域Ｄ（図３参照）であるかによって、ウエストゲートバルブ３５をそれぞれの運
転領域内において同一開度に制御するようにしている。例えば、第１の運転領域Ｃでは、
低回転低負荷領域でウエストゲートバルブ３５を開弁状態（全開の開弁高さに対して少な
くとも５０％以上の開度）としているものの、基本的にはウエストゲートバルブ３５が同
一開度となるように制御している。しかしながら、同一の運転領域内において、ウエスト
ゲートバルブ３５の開弁高さ（開度）をエンジン１０の運転状態に応じて徐々に（段階的
に）変化させるようにしてもよい。
【００３８】
　例えば、図５に示すように、第１の運転領域Ｃには、第１の燃料噴射弁２８のみから燃
料が噴射される第３の運転領域Ｅ（第１の噴射領域Ａ）と、第１の燃料噴射弁２８及び第
２の燃料噴射弁２９から燃料が噴射される第４の運転領域Ｆ（第２の噴射領域Ｂ１）と、
が含まれている。つまり第４の運転領域Ｆでは、「ＭＰＩ＋ＤＩ噴射制御」が実行される
ことになる。そしてこの第４の運転領域Ｆにおいて、燃料噴射制御手段４２が第２の燃料
噴射弁２９からの噴射量又は噴射比率を第２の運転領域Ｄに近づくにつれて高くする場合
には、バルブ制御手段４３は、第２の燃料噴射弁２９からの噴射量又は噴射比率の増加に
伴って、ウエストゲートバルブ３５の開弁高さ（開度）を徐々に小さくするようにしても
よい。
【００３９】
　またこの第４の運転領域Ｆにおいては、第１の燃料噴射弁２８からの噴射量も第２の運
転領域Ｄに近づくにつれて増加する。このため、バルブ制御手段４３は、第１の燃料噴射
弁２８からの噴射量の増加に応じてウエストゲートバルブ３５を閉弁方向に制御するよう
にしてもよい。例えば、燃料噴射制御手段４２が、第４の運転領域Ｆにおいて、第２の燃
料噴射弁２９の噴射比率を一定として、第２の燃料噴射弁２９による燃料の噴射量を徐々
に増加させる場合。つまり第２の燃料噴射弁２９の燃料噴射量と共に第１の燃料噴射弁２
８の燃料噴射量を増加させる場合、バルブ制御手段４３は、第２の燃料噴射弁２９による
燃料の噴射量の増加に伴って、ウエストゲートバルブ３５の開弁高さを徐々に小さくする
ようにしてもよい。
【００４０】
　このようにウエストゲートバルブ３５の開度を制御することによっても、ウエストゲー
トバルブ３５の開弁高さを、エンジン１０の運転状態により適した状態に制御することが
できる。また、このように第１の運転領域Ｃに、第３の運転領域Ｅと第４の運転領域Ｆと
が含まれる場合にも、上述のように第１の運転領域Ｃのうち低回転低負荷領域ではウエス
トゲートバルブ３５を全開とすることが好ましい。例えば、本実施形態では、低回転低負
荷領域である第３の運転領域Ｅにおいてウエストゲートバルブ３５を実質的に全開とする
ことが好ましい。
【００４１】
　このようにバルブ制御手段４３は、第１の燃料噴射弁２８又は第２の燃料噴射弁２９の
噴射量又は噴射比率に対応してウエストゲートバルブ３５の開度を調整することで、ター
ボチャージャ３１の過給圧を制御する。上述のようにバルブ制御手段４３は、第４の運転
領域Ｆでは第１の燃料噴射弁２８からの噴射量が増加すればウエストゲートバルブ３５を
開弁状態から閉弁方向へ制御し、噴射量が減少すれば開弁方向へ制御する。また第２の運
転領域Ｄでは第２の燃料噴射弁２９の噴射量又は噴射比率が増加した場合には、ウエスト
ゲートバルブ３５を閉弁方向に制御し、第２の燃料噴射弁２９の噴射量又は噴射比率が減
少した場合にはウエストゲートバルブ３５を開弁方向に制御する。なお第１の燃料噴射弁
２８及び第２の燃料噴射弁２９の噴射量又は噴射比率は、運転領域マップ（図２参照）に
基づいて決定され、ウエストゲートバルブ３５の開度も、同様に、所定の運転領域マップ
（図５参照）に基づいて決定される。
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【００４２】
　また本実施例では第４の運転領域Ｆと第２の運転領域Ｄとの境界を超えて、ウエストゲ
ートバルブ３５を閉弁方向に制御するようにしたが、例えば、第４の運転領域Ｆと第２の
運転領域Ｄの境界までにウエストゲートバルブ３５を全閉してもよい。
【００４３】
　これにより、ウエストゲートバルブ３５の開弁高さが、エンジン１０の運転状態により
適した状態に制御されるため、エンジン１０を効率良く運転することが可能となる。
【００４４】
　さらに、バルブ制御手段４３は、第３の運転領域Ｅ（第１の噴射領域Ａ）におけるウエ
ストゲートバルブ３５の開弁高さ（開度）を、第４の運転領域Ｆ（第２の噴射領域Ｂ）に
近づくにつれて徐々に小さくするようにしてもよい。例えば、図６に示すように、第３の
運転領域Ｅの第４の運転領域Ｆとの境界近傍に複数の領域Ｅ１からＥ３を設定し、各領域
Ｅ１からＥ３で段階的にウエストゲートバルブ３５の開弁高さを小さくするようにしても
よい。例えば、上述のように第１の運転領域Ｃのうち低回転低負荷領域である第３の運転
領域Ｅでは基本的にはウエストゲートバルブ３５を全開とするが、第３の運転領域Ｅの第
４の運転領域Ｆとの境界近傍の領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３においては、第１の燃料噴射弁２８
からの噴射量の増加に対応してウエストゲートバルブ３５を閉弁方向へ制御することが好
ましい。勿論、各領域Ｅ１からＥ３内では、ウエストゲートバルブ３５の開弁高さを徐々
に小さくするようにしてもよい。
【００４５】
　これにより、ウエストゲートバルブ３５の開弁高さを、エンジン１０の運転状態にさら
に適した状態に制御することができる。
【００４６】
　さらに上述の例では、第１の運転領域Ｃに第３の運転領域Ｅと第４の運転領域Ｆとが含
まれたマップを例示したが、例えば、図７に示すように、第１の運転領域Ｃは、第３の運
転領域Ｅのみを含むようにしてもよい。この場合、バルブ制御手段４３は、第３の運転領
域Ｅで開弁されているウエストゲートバルブ３５を、第４の運転領域Ｆに切り替わる以前
に閉弁方向への制御を開始することが好ましい。つまり上述の例では、第１の運転領域Ｃ
と第２の運転領域Ｄとの境界が、「ＭＰＩ＋ＤＩ噴射制御」が実行される第２の噴射領域
Ｂ内に位置していたが、これらの第１の運転領域Ｃと第２の運転領域Ｄとの境界は、「Ｍ
ＰＩ噴射制御」が実行される第１の噴射領域Ａ内に位置するようにしてもよい。これによ
り、第４の運転領域Ｆに到達した時点で、ウエストゲートバルブ３５を第４の運転領域Ｆ
に最適な開度とすることができ、違和感無く運転モードを切り換えられるとともに、エン
ジン１０を効率良く運転させることができる。
【００４７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、勿論、本発明は、上述の実施形態に限定
されるものではない。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　エンジン
　１１　エンジン本体
　１２　シリンダヘッド
　１３　シリンダブロック
　１４　ピストン
　１５　コンロッド
　１６　クランクシャフト
　１７　燃焼室
　１８　吸気ポート
　１９　吸気マニホールド
　２０　吸気管
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　２１　吸気圧センサ
　２２　吸気温センサ
　２３　吸気弁
　２４　排気ポート
　２５　排気マニホールド
　２６　排気管
　２７　排気弁
　２８　第１の燃料噴射弁
　２９　第２の燃料噴射弁
　３０　点火プラグ
　３１　ターボチャージャ
　３２　インタークーラ
　３３　スロットルバルブ
　３４　排気バイパス通路
　３５　ウエストゲートバルブ
　３６　三元触媒
　３７　Ｏ２センサ
　４０　ＥＣＵ
　４１　運転状態検出手段
　４２　燃料噴射制御手段
　４３　バルブ制御手段
　４４　スロットルポジションセンサ
　４５　クランク角センサ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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